
接続約款変更認可申請書  

西相制第 230号  

平成19年 2月 号？日  

総務大臣  

菅 義偉 殿   

郵便番号 540馳8511  
おおさかふおおさかしちゆうおうくぼんばちょう  

住所  大阪府大阪市中央区馬場町3番15号  

名称及び代表者の氏名  

にしにっぼんでんしんでんわかぷしきがいしや  

西日本電信電話株式会社  

もりした  しゆんぞう  

代表取締役社長 森下  

登録の番号及び年月日  

第234号  平成16年4月1日  

電気通信事業法第33条第2項の規定により、別紙のとおり接続約款の変更の  

認可を受けたいので申請します。   



＿二‾三三ニT∴－  

電気通信事業法第33条第2項に基づく第1檀指定電気通信設備との接続に関する契約約款の仙部改正   

（接続申込みの承諾）  

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み   
を受け付けた順番に従って別表3（様式）様式第13の書面により承諾します。  

（1）電気通信役務の円滑な提供に支障が隼ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信技  
術委員会（以下「TTC」といいます。）においてスペクトル適合性が確認されていなしヽ伝送システ  

ムにより接続しようとするときを含みます。）。  
（2）その接続により当社の利益を本当に害するおそれがあるとき。  
（3）接続申込者が接続に閲し負担すべき金銀の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき（夢72条の  

2（期限の利糞喪失）第1項第1号から第5号又は第8号に定める事由のいずれかが発生したときを   

含み、接続申込者が接続に閲し負担すべき債務の履行が担保されたときを除きます。以下、鼻旦皇   
㈱第97条（承諾の限界）において同じとします。）。   

（4）接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であると  

き。  
2～3（略）  

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾）  
第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修   

の申込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その申込み（加入者交換機等接続回線設置   
等工事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でなしヽ場合は、その旨   
を接続申込者⊥脚Lに通知します。）。  

（1）～（5）（略）  

2～4（略）  

（接続用ソフトウェアの開発の承諾）  

第31条 当社は、接続申込者から、前条の接続用ソフトウェアの開発の申込みがあったときは、その中   
込みを承諾します。   

（接続申込みの承諾）  

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み   
を受け付けた順番に従って別表3（様式）様式第13の書面により承諾します。  

（1）電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信技  
術委員会（以下「TTC」といいます。）においてスペクトル適合性が確認されていない伝送システ  
ムにより接続しようとするときを含みます。）。  

（2）その接続により当社の利益を不当に害するおそれがあるとき。  
（3）接続申込者が接続に閲し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき（第75条の   

脚第1項各号に定める事由のし、ずれかが発生したときを含み、接続申込者が接  
続l三関し負担すべき債務の履行が担保されたときを除きます。以下、第97条（承諾の限界）におい  
て同じとします。）。   

（4） 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であると  

き。  
2～3（略）  

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾）  

第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修   
の申込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その申込み（加入者交換機等接続回線設置   
等工事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でない場合は、その旨   
を接続申込者に通知します。）。  

（り～（5）（略）  

2～4（略）  

（接続用ソフトウェアの開発の承諾）  

第31条 当社は、接続申込者から、前条の接続用ソフトウェアの開発の申込みがあったときは、王旦旦   
込みに怪旦獅皇」その申込み   
を承諾します。  

（守秘義務）  

第47条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及   
びその他血般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。  
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。  

（1）～（6）（略）   ＿辺＿ 第明（情報  
隅接続申込者が圭銅引こ提出した情報を開示主星堤宣  

（8）（咤）   

（守秘義務）  

第47条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協遷幸業者の技術上、経営上及   
びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しなしヽこととします。  
ただし、次の各号のしヽずれかに該当する場合は、この限りではありません。  

（1）～（6）（略）  

（7）（略）  



（情報の提出〉  

乳j軋果旦L呈社」旦」量塵旦込量に型上ヱ⊥退廷旦込董卓！連環過し負性主±互生塾匹≡室j辿ユ主星旦屋   
それがあるか否かを当社が判断するために瑚あります。  

Z 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すも   
のとして当社が別に定める情報の提出を求め与れた接続申込者は、脚こ当社   
上∃星型主星辻重畳土塁地主互 

（持続の停止）  

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約   

言針＝基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中第2欄の場合にお射て、観た生抜   
続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。  

（接続の停止）  

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約   
款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります。  

区  別   期   間   

支払いを要することとなった接続に係る料金、エ事又は手  れるまでの間   
続きに関する費用、建設請負契約に基づく負担額、預かり   

保守等契約等に基づく負担転、光信号引込等設備に係る負   
担額又は割増金等の債務をいいます。以下同じとします。）   
について、支払期日の経過後、なおその支払いがないとき。   （1）接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、  その料金その他の債務が支払わ              」呈L第47条（守秘義務）又は第51条（維持責任）その他こ  その違反の事由が解消されるま  の約款の規定に違反したとき。  での間   

区  別   期   間   

（り 接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、  その料金その他の債務が支払わ   
支払いを要することとなった接続に係る料金、エ事又は手  れるまでの間   
続きに関する費用、建設請負契約に基づく負担額、預かり   
保守等契約等に基づく負担観、光信号引込等設備に係る負   
担額又は割増金等の債務をいいます。以下同じとします。）   
について、支払期日の経過後、なおその支払いがないとき。   

（2） 第75条の2（債務の履行の担保に係る協議申入れ）に  債務の履行の担保が行われるま  
y＝＝三  規定する協議により接続申込者が当社に対して約した債   
務の履行の担保について期日までに行われないとき。   

（3）第75条の3（債務の履行の担保）第1項若しくは第4項  債務の履行の担保が行われるま   
に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日  王空運   
までに行われないとき。   

」旦L第47条（守秘義務）又は第51条（維持責任）その他こ  その違反の事由が解消されるま   
の約款の規定に違反したとき。   での問   

2 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、馳亭止の叩日前までlこ書面により、その理   
由、接続の停止をする日及び期間を協定事業者⊆通知します。ただし、協定事業者の所在が不明（電話、   
郵送及び現地調査によってもなお協定事業者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）で   

あるときは、当社が協定事業者から通知されている住所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を   
行ったものとみなします。  

2 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、協定事業者に対して書面により、その理由、接続   
の停止をする日及び期間を接続の停止の30El前までに、卿   
費税相当額を加算した額をいし岬牢除   
に要する費用に消費税相当額を加算した額をし＼います。以下同じとします。）の概算額を接続の停止ま   
王に通知します。ただし、協定事業者の所在が不明（電話、郵送及び現地調査によってもなお協定事業   
者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）であるときは、当社が協定事業者から通知さ   
れている住所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を行ったものとみなします。  

3㈲穣続を停」上した場合lこは、接続停止費用の概算額を支払ユ   
ニとを要するものとし、噸   
ことを要するものとします。  

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が解消された   
ときは、当社は、その接続の停止を速やかに（持続の形態や規模によっては期間を要する場合があり、   
その期間を要することについて、当社の責めに帰すべき事由はないものとします。）解除します。ただ   
し、前項に規定する接続停止費用及び接続停止解除費用の概算額が支払われなかったときは、この限リ   

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が解消された   
ときは、当社は、その接続の停止を速やかに（接続の形態や規模によっては期間を要する場合があり、   
その期間を要することについて、当社の責めに帰すべき事由はないものとします。）解除します。  

ではありません。  

革 当社及び協定事業者は、接続停止費用及び接続停止解除費用について、概算額と実績額との精算を行   
宣長 

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が存在しなか   

った等専ら当社の責めに帰すぺき事由によるものであったときは、当社は協定事業者に対し、その接続   
の停止により発生した損害を賠償するものとします。   

生 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が存在しなか   

った等専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであったときは、当社は協定事業者に対し、その接続   
の停止により発生した損害を賠償するものとします。  

2  



（エ事又は手続き等の停止及び中止）  

買67条の2 当社は、接続申込者の責めに帰すべき事由により当社の業務遂行上著しい支障を及ぼすと   
認められる事実が発生したとき又は第72条の2（期限の利益喪失）第1項第1号から第5号若しくは   

第旦号に定める事由のし、ずれかが発生したとき（接続申込者が接続に関し負担すべき債務の履行が担保   
されたときを除きます。）は、接続申込者から請求等されたエ事又は手続き等（工事若しくは手続き、   
接続用設備の設置若しくは改修、接続用ソフトウェアの開発、接続に必要な装置等の設置若しくは保守   
の請負又は接続に必要な装置等の設置に係る周辺設備等の設置若しくは改修をいいます。以下同じとし   

ます。）を停止することがあります。この場合には、その理由を書面により接続申込者にあらかじめ通   
知します。  

2～4（略）  

5 第60条（接続の停止）第且項の規定は、第1項又は貰3項の場合に準用します。  

（期限の利益喪失）  

第72条の2 次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき（第4号、第6号又は第7号に該当する   
場合にあっては、接続に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを接続申込者が明らかに   
したときを除きます。）は、接続申込者は、当社に対して負担する接続に係る料金その他の債務の全て   
につし＼て、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければなら   
ないものとします。   

（1）（略）  

（2）接続申込者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手紙開始その他法令に基づく倒産処理  
手続の申立てがあったとき。  

（3）～（7）（略）  

（エ事又は手続き等の停止及び中止）  

第61条の2 当社は、接続申込者の責めに帰すべき事由により当社の業務遂行上著しい支障を及ぼすと   
認められる事実が発生したとき又は星騨重畳土塁上   

き若しく蛙第72条の2（期限の利益喪失）第1項第1号から第5号、第8号若しくは第旦号に定める   

事由のいずれかが発生したとき（接続申込者が接続に閲し負担すべき債務の履行が担保されたときを除   
きます。）は、接続申込者から請求等されたエ事又は手続き等（エ事若しくは手続き、接続用設備の設   

置若しくは改修、接続用ソフトウェアの開発、接続に必要な装置等の設置若しくは保守の請負又は接続   
に必要な装置等の設置に係る周辺設備等の設置若しくは改修をいいます。以下同じとします。）を停止   
することがあります。この場合には、その理由を書面により接続申込者にあらかじめ通知します。  

2～4（略）  

5 第60条（接続の停止）第旦項の規定は、第1項又は第3項の場合に準用します。  

（期限の利益喪失）  

第72条の2 次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき（第4号、第6号又は第7号に該当する   
場合にあっては、接続に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを接続申込者が明らかに   
したときを除きます。）は、接続申込者は、当社に対して負担する接続に係る料金その他の債務の全て   
について、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければなら   
ないものとし」以後発生す旦抑期限の定めのなし＼ものと   
上ます。  

（り（略）  

（む 接続申込者について破産圭蝮選姐、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく  
倒産処理手続の申立てがあったとき。  

（3）～（7）（略）   

（寧」掻蛙旦込亘墾」昼迭旦畳ま亘旦坦旦皇夏至畳屋宣1主立！上1こ地主主星廷空運丘旦窒呈 

坦趨旦旦星ヒリ拠互生た土きじ  

（旦）（略）  

2（略）  

第6節の2 債務の履行の担保   （脚箋）  
第75条の2 接続申込者が接続に閲し負担すべき金額の支払いを怠る榊   
史上呈は、接続申込者が接続に閲し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は接   
続申込者に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができ   
るものとします。  

2 接続申込者が、前項に規定する協議の申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により接続に関  

（旦）（略）  

2（略）  

第6節の2 盟琵全量   

（盟墨全量）  

第75条の2 接続申込者が接続に関し負担すべき金額の真姓胤型ま怠るおそ在蚕あ亙と呈は、   
接続申込者が接矧こ閲し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は接続申込者に   
対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとし   
ます。  

し負担すべき金額岬義lこより手套嘩  
申込者が当社に対して債務の履行の担保を約した場合及び次条第1項名号のいずれかに該当する場合  

を除きます。）は、当社は、接続申込者に対して、当社が定める期日までに、預託金の矧ナ入れ又は金  
敵機関等（当社が承認した者に限ります。以下同じとします。）の債務保証により、接続申込者が接続  

に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内 く次条第2項から第4項に規定す  重畳墜皇   
超えないものとします。）で、債務の履行を担保するよう求めるものとします。  

3  



卿呆）  
買75条の3 接続申込者は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、  

当社が定める期日までに、閲し負担すべき  

嬢塵些属垂主監医王旦三上＿重量主星岨  
（1）接続に関し負担すべき金垂割こついて、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払しヽを行わ  

なかったことがあるとき  盟L酬9号の規定lこ玖呈するとき  
（3）直近の決算lこおいて債務超過であるとき  

雌巨星∃遇園旦堤旦註直し；弧 
劃ーこ定める基準lこ該当するとき  

過 
じないとき  

（6）その他前各号lこ準ずる合理的な事由があるとき  
2 前項の規定により接続申込者が履行を担保すべき債務の額は、次の各号に定める額を合計した額（当  
社が計算して接続申込者に請求するものとします∴）とし計れ  

土山 

甑卿二想定される負担額を前払いする等の理由を示し、それが合理的であると当   
社が判断した場合は減額するものとします J た、次号の規定lこよるものと重複する部分を除きま   

互LL  
（2）協定が消滅するとした場合に、第66条（網改造料の支払義務）第3項又は第4項の規定に基づき   

接続申込考が負担すべき網改造料に相当する額卿  

るものとします。）  

3 第1項の規定に該当する接続申込者は、当社が必要であると判断し請求した場合には、その接続申込  

者が負担すべき工事費及び手続真の額並びに建設請負契約等に基づく負担額（前項第1号の規定lこよる  
ものと重複する部分を除き、当社が計算して接続申込者に請求するものとします。以下この項において  
「エ事費等」といいます。）について、青柳この場合lこおいて、エ事費等の   

前払額と実績額に差額が生じたときは、当社及び接続申込者は必要な精算を行うものとします。  
4 第1項の規定に該当する接続申込者は、当社が必要であると判断し請求した場合には、協定が消滅す  

るとした場合において接続申込者が負担すべき費用（当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に  
零する費用の額並びに接続申込者の接続に必要な装置等を撤去するために要する費用の額を含み、第2  
項各号及び前項の規定によるものと重複する部分を除きます。）に相当する額（当社が計算して接続申   
込者に請求するものとします。）lこついて、当社が定める期日までに、卿   

等の債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。  
5 第1項及び第4項に規定する担保措置を要する期間は、担保措置が行われてから1年間とします。こ  
の場合において、望郷  
も該当しないことを確認できたとき、又はその接続申込者が、第1項各号のいずれにも該当しないとす  

る根拠を示し、当社がそのことを確認できたときに∴御要しないこととなる  
ものとし、当社は預け入れられた預託金の返還等を行うものとします。ただし、期間満了時において、  

当社が、その接続申込者について、第1項各号に定める事由のいずれにも該当しないことを確認できな  
しヽときは、担保措置を要する期間を更に1年間延長するものとし、以後の期間において同様に取り扱う   

ものとします。  6御   
通知するものとします。  

7 当社は、接続申込者から預け入れられた預託金には利息を付さないものとし暮す。  
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